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令和５年会津美里町議会定例会１月会議 

 

議事日程 第１号 

 

令和５年１月１３日（金）午前１０時００分開会 

 

諸般の報告 

    ①説明員の報告（別紙のとおり） 

第１ 会議録署名議員の指名 

第２ 会期の決定 

第３ 議案の上程及び提案理由の説明 

第４ 報告第１号 専決処分の報告について（損害賠償の額を定めることについて） 

第５ 報告第２号 専決処分の報告について（損害賠償の額を定めることについて） 

第６ 議案第１号 令和４年度会津美里町一般会計補正予算（第８号） 

第７ 議案第２号 本郷生涯学習センター施設備品購入契約について 

                                             

本日の会議に付した事件 

  議事日程に同じ 



 - 2 -

〇出席議員（１５名） 

   １番   櫻  井  幹  夫  君      ９番   渋  井  清  隆  君 

   ２番   大  竹     惣  君     １１番   堤     信  也  君 

   ３番   小  柴  葉  月  君     １２番   根  本  謙  一  君 

   ４番   荒  川  佳  一  君     １３番   根  本     剛  君 

   ５番   山  内     豪  君     １４番   横  山  義  博  君 

   ６番   長  嶺  一  也  君     １５番   鈴  木  繁  明  君 

   ７番   村  松     尚  君     １６番   横  山  知 世 志  君 

   ８番   小  島  裕  子  君                         

 

〇欠席議員（１名） 

  １０番   星        次  君 

                                             

〇説明のため出席した者 

       町     長    杉   山   純   一   君 

       副  町  長    佐 々 木   吉   一   君 

       総 務 課 長    金   子   吉   弘   君 

       政策財政課長    國   分   利   則   君 

       会 計 管 理 者    松   本   由 佳 里   君 

       町民税務課長    猪   俣   利   幸   君 

       健康ふくし課長    平   山   正   孝   君 

       産業振興課長    小   林   隆   浩   君 

       建設水道課長    鈴   木   明   利   君 

       教  育  長    歌   川   哲   由   君 

       こども教育課長    渡   部   雄   二   君 
       生 涯 学 習 課                   鵜   川       晃   君        課 長 補 佐 
       代表監査委員    小   島   隆   一   君 

                                             

〇事務局職員出席者 

       事 務 局 長    児   島   隆   昌   君 

       総 務 係 長    歌   川   和   仁   君 
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               開 会  （午前１０時００分） 

    〇開会の宣告 

〇議長（横山知世志君） ただいまから令和５年会津美里町議会定例会１月会議を開会いたします。 

                                             

    〇開議の宣告 

〇議長（横山知世志君） これから本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付したとおりであります。 

                                             

    〇諸般の報告 

〇議長（横山知世志君） 日程に入ります前に、諸般の報告を行います。 

 説明員の報告はお手元に配付したとおりであります。 

                                             

    〇会議録署名議員の指名 

〇議長（横山知世志君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員は、本町議会会議規則第127条の規定により、 

   １２番  根 本 謙 一 君 

   １３番  根 本   剛 君 

の両名を指名いたします。 

                                             

    〇会期の決定 

〇議長（横山知世志君） 日程第２、会期の決定を議題といたします。 

 お諮りいたします。定例会の会期は、本日から12月までの通年としたいと思いますが、これにご異

議ございませんか。 

               〔「異議なし」と言う人あり〕 

〇議長（横山知世志君） 異議なしと認めます。 

 よって、会期は本日から12月までの通年と決定いたしました。 

                                             

    〇議案の上程及び提案理由の説明 

〇議長（横山知世志君） 日程第３、議案の上程及び提案理由の説明を行います。 

 本会議に送達されました事件は、会津美里町長より、報告第１号及び報告第２号、議案第１号及び

議案第２号の計４議案であります。 

 お諮りいたします。本日は、議案を別紙付議事件一覧表のとおり上程し、提案者からの説明を求め

たいと思いますが、これにご異議ありませんか。 
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               〔「異議なし」と言う人あり〕 

〇議長（横山知世志君） 異議なしと認めます。 

 よって、ただいま宣告のとおり議事を進行いたします。 

 提案者から提案理由の説明を求めます。 

 町長、杉山純一君。 

               〔町長（杉山純一君）登壇〕 

〇町長（杉山純一君） 改めまして、新年おめでとうございます。本年もよろしくお願い申し上げま

す。 

 本日、令和５年会津美里町議会定例会１月会議を招集しましたところ、議員各位におかれましては

ご参集を賜り、ありがとうございます。本定例会にご提案申し上げます報告２件、議案２件の提案理

由をご説明申し上げます。 

 初めに、報告第１号は、専決処分の報告についてであります。本件は、令和４年10月１日、町内字

御田地内において、横断側溝の破損による自動車物損事故が発生いたしました。事故後、相手方と交

渉の結果、賠償金7,700円を町が支払うことで示談が成立したため、専決処分したものであります。 

 次の報告第２号は、専決処分の報告についてであります。本件は、令和４年11月21日、役場本庁舎

駐車場に公用車を駐車させようとした際、左側に駐車中の車両に接触する対物事故が発生いたしまし

た。事故後、相手方と交渉の結果、賠償金18万1,889円を町が支払うことで示談が成立したため、専決

処分したものであります。 

 次の議案第１号は、令和４年度会津美里町一般会計補正予算（第８号）であります。出産・子育て

応援交付金に伴う必要経費等を見込み、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1,444万

5,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を139億438万5,000円とするものであります。 

 次の議案第２号は、本郷生涯学習センター施設備品購入契約についてであります。本案は、地方自

治法第96条第１項第８号及び会津美里町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する

条例第３条の規定により、議会の議決を求めるものであります。 

 私からは以上であります。審議のほどよろしくお願いいたします。 

〇議長（横山知世志君） これをもって提案理由の説明を終わります。 

                                             

    〇報告第１号の議題、説明、質疑 

〇議長（横山知世志君） 日程第４、報告第１号 専決処分の報告について（損害賠償の額を定める

ことについて）を議題といたします。 

 ここで、当局より内容の説明を求めます。 

 総務課長、金子吉弘君。 

               〔総務課長（金子吉弘君）登壇〕 
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〇総務課長（金子吉弘君） それでは、報告第１号 専決処分の報告について（損害賠償の額を定め

ることについて）をご説明申し上げます。 

 議案書１ページ、２ページ、併せまして提出案件資料１ページ上段を御覧いただきたいと存じます。

本件は、令和４年10月１日、町内御田地内の町道11002号線におきまして、横断側溝の破損に起因する

自動車物損事故が発生いたしました。その後、令和４年12月７日、相手方でありますＳ氏と自動車物

損事故に係ります損害賠償金につきまして7,700円を支払うことで示談が成立し、地方自治法第180条

第１項の規定によりまして専決処分をいたしましたので、同条第２項の規定により報告するものでご

ざいます。 

 説明は以上であります。どうぞよろしくお願いを申し上げます。 

〇議長（横山知世志君） 説明が終わりました。 

 質疑があればこれを許可いたします。質疑はありませんか。 

               〔「なし」と言う人あり〕 

〇議長（横山知世志君） 質疑なしと認めます。 

 これをもって報告第１号を終了いたします。 

                                             

    〇報告第２号の議題、説明、質疑 

〇議長（横山知世志君） 日程第５、報告第２号 専決処分の報告について（損害賠償の額を定める

ことについて）を議題といたします。 

 ここで、当局より内容の説明を求めます。 

 総務課長、金子吉弘君。 

               〔総務課長（金子吉弘君）登壇〕 

〇総務課長（金子吉弘君） 報告第２号 専決処分の報告について（損害賠償の額を定めることにつ

いて）をご説明申し上げます。 

 議案書３ページ、４ページ、併せまして提出案件資料１ページ中段を御覧いただきたいと存じます。

本件は、令和４年11月21日、役場本庁舎駐車場に公用車を駐車させようとした際、右側に駐車中の車

両に気を取られ、左側に駐車中の車両に接触する対物事故が発生いたしました。その後、令和４年12月

28日、相手方でありますＷ氏と対物事故に係る損害賠償金につきまして18万1,889円を支払うことで示

談が成立し、地方自治法第180条第１項の規定によりまして専決処分をいたしましたので、同条第２項

の規定により報告するものでございます。 

 説明は以上でございます。どうぞよろしくお願いを申し上げます。 

〇議長（横山知世志君） 説明が終わりました。 

 質疑があればこれを許可いたします。質疑はありませんか。 

               〔「なし」と言う人あり〕 
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〇議長（横山知世志君） 質疑なしと認めます。 

 これをもって報告第２号を終了いたします。 

                                             

    〇議案第１号の議題、説明、質疑、討論、採決 

〇議長（横山知世志君） 日程第６、議案第１号 令和４年度会津美里町一般会計補正予算（第８号）

についてを議題といたします。 

 ここで、当局より内容の説明を求めます。 

 政策財政課長、國分利則君。 

               〔政策財政課長（國分利則君）登壇〕 

〇政策財政課長（國分利則君） それでは、議案第１号 令和４年度会津美里町一般会計補正予算（第

８号）につきましてご説明申し上げます。 

 予算書と併せまして提出案件資料２ページ及び３ページを御覧いただきたいと存じます。今回の補

正予算の概要でございますが、マイナンバーカード交付事務に伴う人件費の増額、また出産・子育て

応援交付金について補正するものでございます。 

 それでは、予算書の表紙を御覧願います。まず、第１条におきまして、歳入歳出予算の補正でござ

います。既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1,444万5,000円を追加し、歳入歳出予算の総

額を歳入歳出それぞれ139億438万5,000円とするものでございます。 

 それでは、内容につきまして事項別明細書によりご説明いたします。３枚おめくりいただきまして、

３ページを御覧願います。まず、歳入でございますが、14款国庫支出金、２項国庫補助金、１目総務

費国庫補助金25万9,000円の補正増につきましては、個人番号カード等交付事務費補助金でございまし

て、マイナポイント付与の条件となるマイナンバーカードの申請期限の延長に伴いまして、時間外受

付窓口の開設回数を増やすことから増額するものでございます。 

 続きまして、２目民生費国庫補助金1,040万5,000円の補正増、また15款県支出金、２項県補助金、

２目民生費県補助金210万円の補正増につきましては、出産・子育て応援交付金国庫補助金及び県補助

金でございまして、妊娠、出産時における相談及び経済的支援を一体的に行うため、それぞれ記載の

とおり計上するものでございます。 

 次に、18款繰入金、２項基金繰入金、１目財政調整基金繰入金168万1,000円の増額につきましては、

今回の補正予算における一般財源不足額を調整するため増額するものでございます。 

 それでは続きまして、歳出でございます。４ページを御覧願います。２款総務費、３項戸籍住民基

本台帳費、１目戸籍住民基本台帳費25万9,000円の補正増につきましては、時間外勤務手当でございま

して、歳入でもご説明いたしましたが、マイナポイント付与の条件となるマイナンバーカードの申請

期限の延長に伴いまして、時間外窓口の開設回数を増やすことから増額するものでございます。 

 続きまして、４款衛生費、１項保健衛生費、１目保健衛生総務費1,418万6,000円の増額につきまし
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ては、歳入でもご説明いたしましたが、妊娠、出産時における相談及び経済的支援を一体的に行うた

め、11節の通信運搬費から18節の出産・子育て応援交付金までそれぞれ記載のとおり計上するもので

ございます。 

 なお、次のページからは人件費の内容でございますので、御覧いただきたいと存じます。 

 歳入歳出の説明は以上でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

〇議長（横山知世志君） 説明が終わりました。 

 これより質疑に入ります。歳入歳出を一括しての質疑はありませんか。 

               〔「なし」と言う人あり〕 

〇議長（横山知世志君） 質疑なしと認めます。 

 これをもって質疑を終了いたします。 

 これより討論に入ります。 

 まず、本案に対する反対討論の発言を許可します。反対討論はありませんか。 

               〔「なし」と言う人あり〕 

〇議長（横山知世志君） 討論なしと認めます。 

 これをもって討論を終了いたします。 

 これより議案第１号を電子採決システムにより採決いたします。 

 本案を原案のとおり決することに賛成の方は賛成のボタンを、反対の方は反対のボタンを押してく

ださい。 

               〔各議員投票〕 

〇議長（横山知世志君） 押し忘れはありませんか。 

               〔「なし」と言う人あり〕 

〇議長（横山知世志君） なしと認めます。 

 これをもって採決を確定いたします。 

 賛成全員。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

                                             

    〇議案第２号の議題、説明、質疑、討論、採決 

〇議長（横山知世志君） 日程第７、議案第２号 本郷生涯学習センター施設備品購入契約について

を議題といたします。 

 ここで、当局より内容の説明を求めます。 

 生涯学習課課長補佐、鵜川晃君。 

               〔生涯学習課課長補佐（鵜川 晃君）登壇〕 

〇生涯学習課課長補佐（鵜川 晃君） 議案第２号 本郷生涯学習センター施設備品購入契約につい
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てご説明いたします。 

 議案書５ページ、提出案件資料１ページ下段、提出案件参考資料１ページを御覧ください。本案は、

本郷生涯学習センター施設備品購入契約について、地方自治法第96条第１項第８号及び会津美里町議

会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第３条の規定により、議会の議決を求

めるものであります。 

 契約の目的は本郷生涯学習センター施設備品購入であり、契約の内容につきましては施設備品、図

書室書架、ミーティングテーブルほかであり、提出案件資料に記載のとおりであります。 

 契約の方法は、指名競争入札であります。 

 契約金額は2,473万7,460円、契約の相手方は福島県会津若松市中町１番４号、株式会社栄町オサダ、

代表取締役、武藤義榮であります。 

 説明は以上です。ご審議のほどよろしくお願いします。 

〇議長（横山知世志君） 説明が終わりました。 

 質疑があればこれを許可いたします。 

 ９番、渋井清隆議員。 

〇９番（渋井清隆君） これ内容的には分かりましたが、この備品について、入札の辞退者がいるわ

けなのですけれども、これ毎回同じような辞退者なのです、今までの経緯を見ると。取る人がまた同

じなのです。何かそこらが不自然な関係があるのですが、これ辞退、同じことばかりやっているので

あれば、指名ですので、最初から外したらいかがですか。競争入札でないですので。そこら辺の考え

はどう思っていますか。 

〇議長（横山知世志君） 生涯学習課課長補佐。 

〇生涯学習課課長補佐（鵜川 晃君） ただいまの渋井議員のおただしにお答えしたいと思います。 

 今回辞退者が同じということでおただしでございますが、本案件につきましては、11月18日に指名

選考委員会を昨年の12月議会のほうで提案させていただきました郷土資料館のほうの展示備品の指名

と同時期に行ったものでありまして、見積りの期間が郷土資料館につきましては２週間、今回の施設

備品につきましては３週間を要したことから、契約時期が異なったものでありまして、辞退者につき

ましては今回たまたま同じだったというふうな認識でございます。議員おただしの辞退者が同じよう

な方ということでございますが、事務局としましては、入札の時期が異なっていたのですが、指名の

時期は同じ時期であったことから、たまたまそうなったというふうな認識でございます。 

〇議長（横山知世志君） ９番。 

〇９番（渋井清隆君） 教育委員会ばかりでないのです。これ町でもって指名選考委員会そのものが、

こういうことを辞退しているの分かっているならば、選考委員会が問題があるのではないかというこ

とを私は言いたいのです。この辞退というのは必ずしも辞退届の理由があるわけですから、そこはや

はり今までの中身を精査した上で、あくまでも指名は町がやるのです。そういうせっかく指名を入れ
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てあげますよというのにかかわらずそういうことであれば、最初からやはり指名選考委員会で、過去

の経緯は分かっているわけですから、そういうものを反映しながら指名選考委員会をやるべきだろう

と、私はそう思っているのですが、指名委員会の委員長はどう思っているのかお尋ねします。 

〇議長（横山知世志君） 副町長、佐々木吉一君。 

〇副町長（佐々木吉一君） お答え申し上げます。 

 同じ業者が辞退されているというご指摘でございますけれども、これらの業者は全て指名願が提出

されておりまして、当然そこで備品の例えば売買ということで出ております。その段階でこの業者が

こういう備品の購入に関して辞退するとかいう部分については、事務局側としてはそこまでは知り得

るというか、分からない状況であります。やはり指名願が出ている以上、こういう案件に関しまして

は、指名委員会としては指名するのは当然であるというようなことでございます。ただ、結果として

これらの４者が辞退したというような形でございますので、そこまでは辞退したから、その後指名し

ないというような形にはならないというふうに考えております。 

 以上でございます。 

〇議長（横山知世志君） ９番。 

〇９番（渋井清隆君） 私は、その部分だけを言っているのではないです、さっきも言ったように。

以前にもこういう経過が今まで見受けられるのです、この件ばかりでなく。当然指名願出されていな

ければ指名はできないです。それは当然のことなのです。ましてやこういう備品というのは代理店を

つかめば、特定すれば同等以上の、それはいろんなやり方ができるのです。そのときに見積りとか何

かあったときには、そういう事態があったけれども、やってみたらばその品物が製造中止になったと

か、そういう場合は当然いろんな形でもできるわけですから、そういうものがあるにもかかわらず、

辞退という、その辞退の理由だからよく読んで、どういうことだったのかという検討をする余地もあ

るでしょうということを私は言いたいのです。願い出してあれば、それは上げるのは当然なのです、

条件に当てはまるなら。そこは配慮してやらなくてはならないでしょうということ。問題は、辞退の

理由がどうだったかということ、過去に。そこを申し上げているのです。いかがですか。最後ですか

ら。 

〇議長（横山知世志君） 副町長。 

〇副町長（佐々木吉一君） 辞退の理由ということでございますけれども、今現在そこまでは調査は

してございません。ただ、今後同じようなことが続くようなことであれば、当然辞退された業者のほ

うに理由等については調査した中で、今後検討はしなければならないというふうには考えております。 

 以上です。 

〇議長（横山知世志君） ほかにございませんか。 

               〔「なし」と言う人あり〕 

〇議長（横山知世志君） 質疑なしと認めます。 
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 これをもって質疑を終了いたします。 

 これより討論に入ります。 

 まず、本案に対する反対討論の発言を許します。反対討論はありませんか。 

               〔「なし」と言う人あり〕 

〇議長（横山知世志君） 討論なしと認めます。 

 これをもって討論を終了いたします。 

 これより議案第２号を電子採決システムにより採決いたします。 

 本案を原案のとおり決することに賛成の方は賛成のボタンを、反対の方は反対のボタンを押してく

ださい。 

               〔各議員投票〕 

〇議長（横山知世志君） 押し忘れはありませんか。 

               〔「なし」と言う人あり〕 

〇議長（横山知世志君） なしと認めます。 

 これをもって採決を確定いたします。 

 賛成全員。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

                                             

    〇散会の宣告 

〇議長（横山知世志君） 以上をもちまして本定例会１月会議に付議されました案件の審議は終了い

たしました。 

 これで令和５年会津美里町議会定例会１月会議を散会いたします。 

               散 会  （午前１０時２７分） 
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